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■
や
ま
が
た
ハ
ッ
ピ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
最
上
支
所

　

☎
０
２
３
３
‐
２９
‐
８
３
８
０

　

令
和
３
年
７
月
１
日
付
で
、
玉
谷
正
弘
さ

ん
（
白
鷺
）
と
伊
藤
絹
枝
さ
ん
（
下
宿
）
が

総
務
大
臣
か
ら
人
権
擁
護
委
員
を
委
嘱
さ
れ
、

再
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
権
を
尊
重
す
る
考
え
方
を
広
く
町
民
の

み
な
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
き
、
人
権
問
題

に
対
す
る
正
し
い
認
識
を
広
め
る
た
め
活
動

し
ま
す
。

　

大
石
田
町
で
は
、
今
回
再
任
さ
れ
た
２
人

の
ほ
か
に
、
遠
藤
和
子
さ
ん
（
曙
町
）
と
東

海
林
明
夫
さ
ん
（
二
丁
目
）
が
、
人
権
擁
護

委
員
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

■
保
健
福
祉
課　

福
祉
グ
ル
ー
プ

　

☎
（
３５
）
２
１
１
１
（
内
１
３
０
）

　

福
祉
バ
ス
の
運
行
日
を
左
記
の
と
お
り
変

更
し
ま
す
。

◆
８
月
９
日（
月
）運
行
を
８
月
１０
日
（
火
）

　

に
変
更

　
（
８
月
９
日
は
お
休
み
。
８
月
１０
日
運
行
で
す
。
）

◆
当
初
運
休
の
８
月
１６
日（
月
）を
運
行
に
変
更

■
保
健
福
祉
課　

福
祉
グ
ル
ー
プ　

☎
（
３５
）
２
１
１
１
（
内
線
１
３
０
）

◆
日
時
／
８
月
２１
日（
土
）、９
月
１１
日
（
土
）

　

午
後
１
時
～
午
後
５
時

◆
場
所
／
や
ま
が
た
ハ
ッ
ピ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

　

タ
ー
最
上
支
所
（
新
庄
市
若
葉
町
１
―
３９
）

◆
対
象
／
結
婚
を
希
望
す
る
方
ま
た
は
そ
の

　

ご
家
族
（
予
約
制
）

◆
内
容
／
婚
活
の
仕
方
、
お
見
合
い
相
手
の

　

紹
介
な
ど
に
つ
い
て
の
個
別
相
談

◆
参
加
費
／
無
料

◆
申
込
／
開
催
日
の
２
日
前
ま
で
下
記
に
お

　

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
期
日
／
８
月
５
日
（
木
）
、
１２
日
（
木
）
、

　

１８
日
（
水
）
、
２５
日
（
水
）

※
５
日
（
木
）
、
１２
日
（
木
）
は
外
部
の
講

　

師
に
よ
る
介
護
予
防
運
動
を
行
い
ま
す
。

◆
時
間
／
午
前
１０
時
～
１
時
間
程
度

◆
場
所
／
虹
の
プ
ラ
ザ
２
階
中
会
議
室

■
保
健
福
祉
課　

福
祉
グ
ル
ー
プ

　

☎
（
３５
）
２
１
１
１
（
内
１
３
２
）

国
民
健
康
保
険
の
お
知
ら
せ

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額　
　

　
　
　
　

認
定
証
の
交
付
申
請
に
つ
い
て

　

高
額
な
診
療
を
受
け
る
際
に
「
限
度
額
適

用
認
定
証
」
等
を
医
療
機
関
に
掲
示
す
る
こ

と
で
、
窓
口
で
の
支
払
い
を
「
自
己
負
担
限

◆
日
時
／
８
月
１
日
（
日
）
午
前
１０
時
～
午

　

後
３
時

◆
場
所
／
虹
の
プ
ラ
ザ
小
会
議
室
１

◆
内
容
／
１
人
３０
分
程
度
の
個
別
説
明
会

※
事
前
の
申
込
は
不
要
で
す
。
直
接
会
場
に

　

お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
自
衛
隊
山
形
地
方
協
力
本
部　

東
根
地
域

　

事
務
所　

☎
（
４３
）
７
１
９
８

◆
日
時
／
８
月
５
日
（
木
）
午
後
１
時
３０
分

　

～
午
後
２
時
３０
分

◆
会
場
／
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
も
も
太
郎
さ
ん

　

大
石
田
（
桂
木
町
２
―
３
）

◆
内
容
／
介
護
施
設
の
見
学
と
仕
事
内
容
の

　

説
明

◆
参
加
料
／
無
料

◆
対
象
者
／
介
護
の
仕
事
に
興
味
の
あ
る
方

　

（
資
格
・
経
験
不
問
）

■
山
形
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
（
山
形
県
社

　

会
福
祉
協
議
会
）

　

山
形
市
小
白
川
町
２
丁
目
３
―
３
０

　

☎
０
２
３
‐
６
３
３
‐
７
７
３
９

度
額
」
ま
で
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
入
院
時

の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
認
定
証
は
事

前
に
申
請
し
、
交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

有
効
期
限
が
７
月
３１
日
ま
で
の
認
定
証
は

８
月
以
降
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
必
要
な

方
は
忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
被
保
険
者
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　

が
確
認
で
き
る
も
の

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の

　

更
新
に
つ
い
て
（
う
す
だ
い
だ
い
色
へ
）

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
（
う
ぐ
い

す
色
）
の
有
効
期
限
は
、
７
月
３１
日
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
（
う

す
だ
い
だ
い
色
）
は
７
月
末
ま
で
に
郵
送
し

ま
す
。
な
お
、
原
則
各
世
帯
主
宛
て
に
世
帯

員
全
員
分
を
同
封
し
て
郵
送
し
ま
す
の
で
ご

承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

■
保
健
福
祉
課　

保
健
医
療
グ
ル
ー
プ

　

☎
（
３５
）
２
１
１
１
（
内
１
３
６
）

い
き
い
き
百
歳
体
操
・

　

介
護
予
防
講
座
の
ご
案
内

自
衛
官
採
用
説
明
会
を

　
　
　
　
　
　

開
催
し
ま
す

福
祉
バ
ス
運
行
日
変
更
の
お
知
ら
せ

や
ま
が
た
縁
結
び
た
い
に
よ
る

　
　
　
　
　

結
婚
相
談
会
の
開
催

人
権
擁
護
委
員
２
人
が
再
任

介
護
施
設
見
学
会
を

　
　
　
　
　
　

開
催
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
者
証
の

　
　
　
　
　
　

更
新
に
つ
い
て
（
桃
色
へ
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
（
水
色
）

の
有
効
期
限
は
、
７
月
３１
日
ま
で
と
な
っ
て

い
ま
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
（
桃
色
）
は

７
月
末
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
中
で
、
前

　

年
度
に
限
度
額
適
用
認
定
証
等
の
交
付
を

　

受
け
て
い
る
方
は
、
被
保
険
者
証
の
年
次

　

更
新
の
際
に
、
新
し
い
認
定
証
を
送
付
し

　

ま
す
。

■
保
健
福
祉
課　

保
健
医
療
グ
ル
ー
プ

　

☎
（
３５
）
２
１
１
１
（
内
１
３
６
）

県
営
大
石
田
ア
パ
ー
ト

◆
住
所
／
大
石
田
町
大
字
大
石
田
甲
６
２
３

　

―
１
５
７
（
庚
申
町
）

◆
住
宅
の
構
造
／
中
層
耐
火
構
造
（
４
階　

　

建
）

◆
公
募
戸
数
／
４
戸
（
２
階
・
３
階
・
３　

　

階
・
４
階
、
一
般
用
・
倍
率
優
遇
あ
り
、

　

単
身
可
）

県
営
あ
け
ぼ
の
ア
パ
ー
ト

◆
住
所
／
大
石
田
町
大
字
大
石
田
丁
２
７
７

　

―
４
（
曙
町
）

◆
住
宅
の
構
造
／
中
層
耐
火
構
造
（
４
階　

　

建
）

◆
公
募
戸
数
／
１
戸
（
４
階
、
一
般
用
・
倍

　

率
優
遇
あ
り
）

共
通
事
項

◆
申
込
資
格
／
所
得
が
公
営
住
宅
法
の
規
定

　

に
該
当
す
る
方
。
（
県
外
在
住
の
方
も
申

　

込
可
能
）

◆
申
込
期
間
／
８
月
４
日（
水
）～
１０
日（
火
）

　

午
前
１０
時
～
午
後
６
時
（
月
曜
休
館
）

※
郵
送
の
場
合
は
当
日
消
印
有
効

◆
必
要
書
類
／
県
営
住
宅
申
込
書
、
６３
円
切

　

手
２
枚

※
申
し
込
み
、
問
い
合
わ
せ
は
左
記
ま
で
。

■
山
形
県
す
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー

　

（
山
形
市
城
南
町　

霞
城
セ
ン
ト
ラ
ル
２２
階
）

　

☎
０
２
３
‐
６
４
７
‐
０
７
８
１

　

演
習
の
騒
音
が
聞
こ
え
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

◆
訓
練
実
施
日
／
２
日
～
６
日
、
９
日
～
１３

　

日
、
１６
日
～
２０
日
、
２３
日
～
３１
日

■
陸
上
自
衛
隊
第
２０
普
通
科
連
隊

　

神
町
駐
屯
地　

☎
（
４８
）
１
１
５
１
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

陸
上
自
衛
隊
８
月
の

　
　
　

大
高
根
演
習
場
使
用
予
定

山
形
地
方
法
務
局
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

県
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集

↑伊藤絹枝さん ↑玉谷正弘さん

法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
が

　
　
　
　
　
　

便
利
で
お
得
で
す
！

　

全
国
の
登
記
所
（
法
務
局
）
で
、
法
定
相

続
人
が
誰
で
あ
る
の
か
を
登
記
官
が
証
明
す

る
「
法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
」
を
取
り

扱
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
各
種
相

続
手
続
き
で
戸
籍
謄
本
の
束
を
何
度
も
提
出

す
る
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
手
数

料
も
無
料
で
、
と
て
も
便
利
で
お
得
な
制
度

で
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
の
大
切
な
遺
言
書
を

　
　
　
　
　
　

法
務
局
が
守
り
ま
す
！

　

遺
言
書
の
保
管
に
不
安
が
あ
る
場
合
は
、

法
務
局
に
遺
言
書
を
預
け
る
と
安
心
で
す

（
自
筆
証
書
遺
言
保
管
制
度
）
。　

　

自
筆
証
書
遺
言
書
は
、
遺
言
者
本
人
の
み

で
作
成
で
き
ま
す
が
、
遺
言
書
の
紛
失
や
亡

失
、
相
続
人
に
よ
る
隠
匿
や
改
ざ
ん
な
ど
の

恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

法
務
局
で
は
あ
な
た
の
大
切
な
遺
言
書
を

保
管
管
理
し
て
、
相
続
が
開
始
し
た
と
き
に

相
続
人
等
に
遺
言
書
が
保
管
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
山
形
地
方
法
務
局

　

☎
０
２
３
‐
６
２
５
‐
１
３
２
１

※
や
ま
が
た
縁
結
び
た
い
と
は
、
山
形
県
に
登

　

録
し
て
結
婚
を
望
む
方
を
応
援
す
る
ボ
ラ
ン

　

テ
ィ
ア
仲
人
さ
ん
で
す
。

　

悩
み
相
談
や
成
婚
に
導
く
助
言
な
ど
専
門　

　

的
な
サ
ポ
ー
ト
が
受
け
ら
れ
ま
す
。


